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１【提出理由】

　当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融

商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、本臨時報告書

を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該事象の発生年月日

　2016年1月29日

 

(2）当該事象の内容

欧州子会社Fujitsu Technology Solutions(Holding)B.V.（その連結子会社を含む、以下「FTS」）の業績は、欧州

の景気低迷の長期化やプロダクトビジネスの競争激化、ユーロ安の進行による部材調達コストの上昇などにより厳し

い状況にあります。これを背景としてFTSでは2016年3月期第3四半期において、欧州における開発拠点の閉鎖プロセ

スなどを開始しビジネスモデル変革費用を計上、その結果、2016年3月期は営業損失となる見込みです。

当社は、FTSの財政状態等を個別に勘案し、債務超過解消までの間、債務保証損失引当金を計上することとし、

2016年3月期第3四半期個別決算において債務保証損失引当金繰入額を399億円計上いたしました。

 

(3）当該事象の損益に与える影響額

2016年3月期第3四半期の個別決算において、債務保証損失引当金繰入額399億円を営業外費用に計上いたしまし

た。連結業績に与える影響はありません。

なお、2016年3月期通期の個別業績における子会社の債務超過に対する損失引当額につきましては、確定次第速や

かに開示いたします。

 

以　上
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